
大牟田都市計画地区計画（岩本南地区）の変更  （大牟田市決定） 

都市計画岩本南地区地区計画を次のとおり変更する。 

名   称 岩本南地区地区計画 

位   置 大牟田市大字岩本及び大字白銀の一部 

面   積 約 8.4ha 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、九州新幹線新大牟田駅に隣接した地区であり、主

要地方道南関大牟田北線の沿線であることから、九州自動車道

や有明海沿岸道路へのアクセス性に優れた交通利便性が高い

地区である。 

そこで、本市の第 6 次総合計画では、本地区において産業団

地整備に向けた取組を進めることとしており、産業用地に加え、

商業・サービス機能の充実を掲げている。 

また、産業団地の整備にあたっては農村地域への産業の導入

の促進等に関する法律により、農業と産業との均衡ある発展を図

るとともに、農業従事者就業の促進、安定した就業機会の確保を

図ることとしている。 

このため、本地区計画を策定し建築物等の規制誘導を行うことに

より、周辺地域と調和した産業団地の形成を図ることを目標とす

る。 

土地利用の方針 

 駅利用者、道路利用者、地域住民等の利便に供する土地利用

と、周辺の生活環境や自然環境に配慮した産業団地の形成を図

るとともに、周辺の集落の活力・維持に寄与する土地利用を行

う。 

地区施設の整備の方針 
 安全かつ機能的な事業所環境を創出するため、道路を適正に

配置し整備する。 

建築物等の整備の方針 

地区計画の目標、土地利用方針に基づき、建築物の用途の

制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高

限度の制限を行い、周辺環境に配慮した建築物が建築されるよ

う誘導する。 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配

置
及
び
規
模 

道路 
区画街路１ （幅員 9m、延長 約 500m） 

区画街路２ （幅員 9m、延長 約 200m） 

建
築
物
等
に
関
す
る

事
項 

地
区
の
区
分 

地区の 

名称 
沿道地区 A 沿道地区 B 産業地区 

地区の 

面積 
約 1.5ha 約 1.4ha 約 4.5ha 



建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる
用途に供する建築
物で、その用途に
供する部分（劇場、
映画館、演芸場、観
覧場の用途に供す
る部分にあたって
は、客席の部分に
限る。）の床面積の
合計が 10,000 平方
メートルを超えるも
のは建築してはなら
ない。 
 
1 店舗、飲食店、

事務所その他
これらに類する
もの 

2 ボーリング場、
スケート場、水
泳場その他こ
れらに類するも 

3 劇場、映画館、
演芸場、観覧
場、ナイトクラ
ブ、カラオケボ
ックス、遊技場 

 

次の各号に掲げる
用途に供する建築
物で、その用途に
供する部分（劇場、
映画館、演芸場、観
覧場の用途に供す
る部分にあたって
は、客席の部分に
限る。）の床面積の
合計が 3,000平方メ
ートルを超えるもの
は建築してはならな
い。 
 
1 店舗、飲食店、

事務所その他
これらに類する
もの 

2 ボーリング場、
スケート場、水
泳場その他こ
れらに類するも 

3 劇場、映画館、
演芸場、観覧
場、ナイトクラ
ブ、カラオケボ
ックス、遊技場 

 

次の各号に掲げる
用途に供する建築
物は建築してはな
らない。 

 
1 住宅、共同住

宅 、 寄 宿 舎
（当該地区に
立地する工場
等の従事者の
ためのものを
除く）、下宿 

2 店舗、飲食店
（ た だ し 、 工
場・倉庫に併
設される物品
販売業を営む
店舗、飲食店
その他これら
に類するもの
で、その部分
の床面積の合
計が 500 平方
メートルを超え
ないものを除
く） 

3 ホテル又は旅
館 

4 ボーリング場、
スケート場、水
泳場その他こ
れらに類する
もの 

5 マ ー ジ ャ ン
屋、ぱちんこ
屋、射的場、
勝馬投票券販
売所、場外車
券売所その他
これらに類す
るもの 

6 カラオケボック
スその他これ
らに類するも
の 

7 展示場、遊技
場 

8 劇 場 、 映 画
館、演芸場、
観覧場、ナイト
クラブ 

9 キャバレー、
料理店その他
これらに類す

 次の各号に掲げる用途に供する建築物は
建築してはならない。 

 
1 住宅（併用住宅を除く）、共同住宅、寄

宿舎、下宿 
2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券販売所、場外車券売所そ
の他これらに類するもの 

3 展示場 
4 キャバレー、料理店その他これらに類

するもの 
5 大学及び高等専門学校で、その部分

の床面積の合計が 10,000 平方メート
ルを超えるもの 

6 神社、寺院、教会その他これらに類す
るもの 

7 病院で、その部分の床面積の合計が
15,000平方メートルを超えるもの 
 

8 保育所で、その部分の床面積の合計
が 2,000平方メートルを超えるもの 

9 老人ホーム、福祉ホームその他これら
に類するもの 

10 老人福祉センター、児童厚生施設そ
の他これらに類するもの 



11 自動車教習所 
12 自動車車庫（建築基準法施行令第

130 条の 8 に定める建築物に附属す
る自動車車庫を除く） 

13 倉庫業を営む倉庫 
14 畜舎 
15 建築基準法別表第二（と）第三号及び

（ぬ）第三号に定める工場 
16 建築基準法別表第二（と）第四号及び

（ぬ）第四号に定める危険物の貯蔵又
は処理に供する施設 

17 葬儀場 
18 資材置場、バスターミナル、港湾施

設、荷とき場、宅配便の配送場、空港
の倉庫 

19 農林漁業施設（住宅に付随する農業
用納屋を除く） 

20 処理場、浄水場、火葬場、発電所、変
電所 

21 建築基準法別表第二（る）項に掲げる
建築物 
 

るもの 
10 学校（幼保連

携型認定こど
も園を除く）、
図書館、博物
館 

11 巡査派出所、
公衆電話所そ
の他これらに
類するもの 

12 神社、寺院、
教会その他こ
れらに類する
もの 

13 病院 
14 公衆浴場 
15 診療所 
16 保育所で、そ

の部分の床面
積 の 合計 が
2,000平方メー
トルを超えるも
の 

17 老人ホーム、
福祉ホームそ
の他これらに
類するもの 

18 老人福祉セン
ター、児童厚
生施設その他
これらに類す
るもの 

19 自動車教習所 
20 畜舎 
21 葬儀場 
22 資材置場、バ

スターミナル、
港湾施設、荷
とき場、宅配
便の配送場、
空港の倉庫 

23 処理場、浄水
場、火葬場、
発電所、変電
所 

24 建築基準法別
表第二（る）項
に掲げる建築
物 

 

 

 



建築物の延べ

面積の敷地面

積に対する割

合の最高限度 

４０／１０ ２０／１０ 

建築物の建築

面積の敷地面

積に対する割

合の最高限度 

７／１０ ６／１０ 

 

 

 



 

 

 

理由書（地区計画の変更） 

 

本地区は、九州新幹線新大牟田駅周辺に位置しており、通勤通学者や観光客、

ビジネス利用者など多くの来街者が交流していることから、本市の都市計画マ

スタープランでは「広域交流拠点」として位置付け、市街化調整区域の地区計

画等の活用により「にぎわい」や「産業の多様化」を創出する拠点として計画

的な土地利用を進めることとしている。 

そのため、本地区においては、周辺地域と調和しながら、農業と産業との均

衡ある発展を図るとともに、農業従事者就業の促進、安定した就業機会の確保

を図る、産業団地の形成を目標とした地区計画を令和３年４月に策定している。 

そのような中、本地区への新たな産業施設の立地や路線バスの乗り入れ本数

の増加など九州新幹線の利便性向上などの取組みにより、周辺居住者や新大牟

田駅利用者の増加が見込まれることから、本地区においては来街者のみならず

周辺住民にも向けた交流機能の集積が必要となってきている。 

そのため、本地区において大規模な集客施設が立地可能となる用途制限の変

更を行う地区計画の変更を行うもの。 

 



地区計画区域

凡　例

地区計画区域
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沿道地区Ｂ沿道地区Ｂ

沿道
地区Ｂ
沿道
地区Ｂ

沿道地区Ａ沿道地区Ａ

凡　例

用途地域の種類

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化区域

地区計画の区域

地区整備計画の区域

地区施設（道路）

沿道地区Ｂ

沿道地区Ａ

産業地区

容積率

建蔽率

高さの最高限度

外壁の後退距離
敷地面積の最低限度

容積率：敷地面積に対する延床面積の割合（％）
建蔽率：敷地面積に対する建築面積の割合（％）

区画街路１（Ｗ＝９ｍ）

区画街路１（Ｗ＝９ｍ）

区画街路２（Ｗ＝９ｍ）

区画街路２（Ｗ＝９ｍ）

第一種低層住居専用地域第一種低層住居専用地域

第一種住居地域第一種住居地域

第一種住居地域第一種住居地域

⼤牟⽥都市計画地区計画（岩本南地区）の変更（⼤牟⽥市決定）
計画図


